
令和３年４月１日以後開始事業年度等分 

単体法人用 

 

【№７】40欄の金額は、別

表六（二）の50欄の金額と

一致していますか。 

【№７】地方法人税額の

計算につき、別表一次葉

の56欄～59欄により計算

していますか。 

【№３】当事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 

【№８】当事業年度終了の時における資本

金の額若しくは出資金の額が１億円超の

法人又は一若しくは完全支配関係のある

複数の大法人（資本金の額又は出資金の額

が５億円以上の法人等）に発行済株式等の

全部を保有されている法人等であるにも

かかわらず、年800万円以下の所得につい

て、軽減税率を適用していませんか。 

また、適用除外事業者（当事業年度開始

の日前３年以内に終了した各事業年度の

所得金額の年平均額が15億円を超える法

人等）であるにもかかわらず、年800万円以

下の所得について、措法上の軽減税率

（15％）を適用していませんか。 

【№２】法人税の確定申告書には、次に掲げる書類を添付していますか。 

① 貸借対照表、損益計算書（販売費及び一般管理費の内訳書を含みます。） 

② 株主資本等変動計算書等（株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書又は 

 損益金の処分表） 

③ 勘定科目内訳明細書 

④ 会社事業概況書（完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含み 

 ます。） 

⑤ 組織再編成に係る契約書等の写し（組織再編成が行われた場合） 

⑥ 組織再編成に係る主要な事項の明細書（組織再編成が行われた場合） 

⑦ 適用額明細書（法人税関係特別措置のうち税額又は所得金額を減少させるもの 

 等の適用を受ける場合）（租特透明化法第３条） 

 

【№６】15欄及び 43欄

に、中間申告分の税額

を正しく記載していま

すか。 

【№１】電子申告義務があ

る法人（当事業年度開始の

時における資本金の額又

は出資金の額が１億円を

超える法人、相互会社、投

資法人及び特定目的会社）

の場合、法人税及び地方法

人税の申告書並びにこれ

らの申告書に添付すべき

ものとされている書類の

全てを電子申告により提

出しようとしていますか。 


